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紀平幸せ三一喜ぶ裏書｛．
感染拡大地域における陽性者の家族等への検査について

標記の件につきまして、厚生労働省より各都道府県等衛生主管部 （局） 長宛て標記事務連

絡が発出され、 静岡県感染症対策担当部長より、別添のとおり通知がありましたのでお知ら

せいたします。

　

本通知は、当該地域に指定されている期間中に限り、行政検査に関する委託契約を結んでい

る医療機関は、医師が陽性と診断した者の同居家族等の濃厚接触の可能性がある者についても、
なるべく検査を実施するよう周知するものです。

　

現在、静岡県では、新型コロナウイルスの感染者の急増に伴い、保健所による濃厚接触者の

調査業務を制限し、感染者への対応に業務を重点化していることから、濃厚接触者に対し、症

状出現時に、 医療機関に早期受診するよう指導している状況です。

　

上記状況を踏まえ、静岡県では、本件にかかる対応について、別添通知【県から医療機関へ

の依頼事項】に記載のとおり示されました。

　

つきましては、 貴職におかれましても本件についてご了知いただくとともに、 貴会会員へご

周知いただき、 保健所に濃厚接触者と認定された者から発症に関する相談等があった場合は、
診療・検査等適切にご対応いただきますようお願いいたします。

　

なお、 本件については、 静岡県からＰＣＲ検査等事務委託契約受託医療機関宛てに通知がなさ

れておりますことを申し添えます。
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公益社団法人静岡県病院協会会長 様 

 

静岡県感染症対策担当部長 

 

感染拡大地域における陽性者の家族等への検査について 

 

日頃、本県の感染症対策の推進について、御理解と御協力をいただき厚く御礼申し

上げます。 

このことについて、令和３年８月 13 日付け事務連絡にて厚生労働省新型コロナウ

イルス感染症対策推進本部より別添のとおり通知がありました。 

本県の対応は下記のとおりとなりますので、貴会会員への周知をお願いいたします。 

 なお、PCR 検査等事務委託契約受託医療機関には、別添のとおり通知している旨を

申し添えます。 

 

記 

 

【県から医療機関への依頼事項】 

 新型コロナウイルスの感染者の急増に伴い、県では現在、濃厚接触者の調査業務を

制限し、感染者への対応に業務を重点化しています。このため、濃厚接触者に対する

初期スクリーニング検査は必要に応じて実施することとし、症状出現時には早期受診

を勧奨しております。 

つきましては、濃厚接触者から発症に関する相談等があった場合には、診療・検査

等の対応をお願いいたします。 

なお、検査結果が陽性だった場合、これまでと同様、管轄保健所へ発生届の提出をお

願いいたします。 

 

 

 

 担当：新型コロナウイルス対策課 機動第４班 

          電話：054-221-2916 

kamata
写



感 新 第 5 7 7 号 

令和３年８月 26 日 

 

 

 PCR検査等事務委託契約受託医療機関 様 

 

静岡県感染症対策担当部長 

 

 

感染拡大地域における陽性者の家族等への検査について 

 

日頃、本県の感染症対策の推進について、御理解と御協力をいただき厚く御礼申し

上げます。 

このことについて、令和３年８月 13 日付け事務連絡にて厚生労働省新型コロナウ

イルス感染症対策推進本部より別添のとおり通知がありました。 

 新型コロナウイルスの感染者の急増に伴い、県では現在、濃厚接触者の調査業務を

制限し、感染者への対応に業務を重点化しています。このため、濃厚接触者に対する

初期スクリーニング検査は必要に応じて実施することとし、症状出現時には早期受診

を勧奨しております。 

つきましては、濃厚接触者から発症に関する相談等があった場合には、診療・検査

等の対応をお願いいたします。 

なお、検査結果が陽性だった場合、これまでと同様、管轄保健所へ発生届の提出を

お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 担当：新型コロナウイルス対策課 機動第４班 

         電話：054-221-2916 

kamata
タイプライターテキスト
参考

kamata
長方形



1 

 

事 務 連 絡 

令和３年８月 13 日 

 

都 道 府 県 

各 保健所設置市  衛生主管部（局）長 殿 

特 別 区 

 

厚生労働省新型コロナウイルス感染症 

対策推進本部 

 

感染拡大地域における陽性者の家族等への検査について 

 

 緊急事態宣言対象地域やまん延防止等重点措置区域など感染が大きく拡大し

ている地域における積極的疫学調査については、「感染拡大地域の積極的疫学調

査における濃厚接触者の特定等について」（６月４日付事務連絡及び７月 30 日

付事務連絡）において必要な検査が迅速に行えるよう柔軟な対応をお願いして

いるところです。 

今般、地域で必要な行政検査が迅速に実施できるよう、緊急事態宣言対象地域、

又はまん延防止等重点措置区域においては、これら地（区）域に指定されている

期間中に限り、保健所との間で、行政検査に関する委託契約を結んでいる医療機

関は、医師が陽性と診断した者の同居家族等の濃厚接触の可能性がある者につ

いても検査を促し、なるべく検査を実施するよう関係者に周知していただくよ

うお願いします。 

なお、従来から、医療機関においてＰＣＲ検査や抗原検査を実施する場合には、 

・ 契約を希望する医療機関が適切な感染対策が講じられていることを表明

した場合には、その表明をもって要件を満たすものとして委託契約の締結

を行うこと。また、その表明については、文書・口頭・電話等の方式はい

ずれでも構わないこと 

・ 行政検査の委託契約の締結前にした検査であっても、事後に委託契約を

締結した場合にはその効果は遡及させることができることとしたところで

あり、医療機関が検査を行った場合には、適切な感染対策が講じられてい

ることを表明したものとして取り扱い、積極的に委託契約の締結を行うこ

と 

等をお示ししています。 

 

（参考１）期間限定の緊急事態措置の更なる強化に関する提言（令和３年８月

12日）（抜粋） 
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[Ⅱ]緊急事態措置地域において更に行うべき対策 

【災害医療との考えの下での医療提供体制の更なる強化】 

〇 診療所の医師は、検査陽性者を確認した際には、保健所の判断が無くと

も、さらにその家族等の濃厚な接触の可能性のある者に検査を促すこと。

さらに、保健所の連絡を待たず、必要な治療や保健指導を行うこと。 

【検査の更なる促進】 

〇 自治体は、学校、職場、保育園等において、体調が少しでも悪い場合に

は気軽に抗原定性検査やPCR検査を受けられるよう促すこと。検査陽性者を

確認した際には、医師や健康管理者は、保健所の判断が無くても、さらに

濃厚な接触の可能性のある者に検査を促すこと。 

 

（参考２） 

○ 「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の委託契約について（再周

知）」（令和２年９月９日付事務連絡） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000670039.pdf 

○ 「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査に関するＱ＆Ａについて（そ

の４）」（令和３年３月８日付事務連絡） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000750111.pdf 

https://www.mhlw.go.jp/content/000670039.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000750111.pdf



